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第13回 八尾市地域公共交通会議 会議録 

日時：令和4年10月27日（木）15：00～ 

場所：八尾市水道局 4階 大会議室 

■次第 

1．開会 

 

2．協議事項 

(1) 八尾市竹渕及び南亀井・跡部新町地域の地域公共交通運行計画（案） 

(2) 八尾市大正地域の地域公共交通運行計画（案） 

(3) 八尾市志紀地域の地域公共交通運行計画（案） 

(4) 八尾市曙川地域の地域公共交通運行計画（案） 

(5) 八尾市高安地域の地域公共交通運行計画（案） 

(6) 八尾市南高安地域の地域公共交通運行計画（案） 

 

3．閉会 

 

 

■会議録 

1．開会 

 

2．協議事項  

(1) 八尾市竹渕及び南亀井・跡部新町地域の地域公共交通運行計画（案） 

＜事務局より、資料４をもとに説明＞ 

会長：  

説明ありがとうございます。この件に関して質問はありませんでしょうか。 

 

委員： 

質問ではありませんが、現在、地域でアンケートを取ってます。アンケートは

利用者からの要望、こんなことをしてほしいなどといったことを集計している

最中です。集計が終われば、本格運行に向けて市のほうと打ち合わせしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

会長：  

はい、どうもありがとうございます。結果が分かり次第、事務局の方に届けて

いただいて、必要に応じて改善していくということでやっていきたいと思いま
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す。それでよろしいですね。他にご意見、ご質問等ありませんでしょうか。運

賃体系が途中で変わる話については前回会議で了承済みだったかと思いますの

で、その認識でいいですね。特に意見がないようでしたら、この案件について

は、この会議としての質問はなく、了承ということにしたいと思います。 

 

(2) 八尾市大正地域の地域公共交通運行計画（案） 

＜事務局より、資料５、６、15をもとに説明＞ 

会長：  

いま説明いただきました件ですがいかがでしょうか。前回お諮りしたところか

ら停留所の名称変更だけが変更点になっております。いかがでしょうか。それ

から、最後のほうで説明がありましたように、実証運行期間中については、こ

の会議で諮って変更があった場合も協議はしませんが、事務局と私の方で相談

させていただいて変更するという方式をとり、皆さまに後ほど報告するという

形をとらせていただきたいと思いますが、それもあわせてご議論やご意見等あ

りましたらよろしくお願いいたします。よろしいですか。ないですね。では、

この件は資料の通り運行許可の申請をしていただくようにお願いいたします。

それから、変更があった場合は、実証運行なので事務局と私で相談させていた

だいて、変更したうえで報告するという形をとらせていただきます。資料 15の

下に書いてある件については、他の地域も同じということになろうかと思いま

す。 

 

(3) 八尾市志紀地域の地域公共交通運行計画（案） 

＜事務局より、資料７、８をもとに説明＞ 

会長：  

ありがとうございました。それでは、今の件に関してご質問、ご意見等はあり

ますでしょうか。停留所の位置が前回ご議論いただいた内容から変更になって

いるようです。これでよろしいでしょうか。 

 

委員： 

変更になっている部分の、西弓削１丁目のところで、変更後の場所は、外環状

線の「柏原高校北」の交差点から入ってきて、カーブする手前ぐらいの橋のと

ころですよね。 

 

事務局： 

その通りです。 
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委員： 

はい、だいたい把握はできました。 

 

会長： 

他にご質問、ご意見等ありますでしょうか。ないですか。ないようでしたら、

この資料の通り運行許可申請をしていただこうと思いますけどもよろしいです

ね。はい、ありがとうございます。では、この資料の通り申請していただこう

かと思います。よろしくお願いします。 

 

(4) 八尾市曙川地域の地域公共交通運行計画（案） 

＜事務局より、資料９、10をもとに説明＞ 

会長： 

ありがとうございました。今の件に関しましてご質問、ご意見等ありますでし

ょうか。ルートが若干変更になってるとともに、停留所も変更されているとい

う件です。名前も当然変わってますね。いかがでしょうか。 

 

委員： 

志紀駅のところで、「しき号」の停留所とは場所が変わるようですが、今後間違

えないように、工夫をしといていただければと思います。「あけがわ号」と「し

き号」の今後の課題になろうかと思いますが、乗り継いで志紀の方まで回れる

ようになれば便利だというのを考えます。以上です。 

 

事務局： 

乗り間違えないようにということですが、運転手さんが予約された方のお名前

を確認させていただきますので、この確認で間違えないようにさせていただき

ますのでよろしくお願いします。 

 

会長： 

よろしくお願いいたします。今後の課題として、先ほどご意見のあった件、ダ

イヤの変更になると思いますが、追々検討ということかと思います。 

 

事務局： 

今後の見直しについては、ワークショップや意見交換を皆さんとさせていただ

き、どのような形にしていくか考えていきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 
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会長： 

ほか、この書類の中身自体についてご意見はありませんでしたか。ご意見、ご

質問等はありませんでしょうか。そうしましたら、この資料９と 10に書いてあ

る内容で申請をしていただこうかと思いますがよろしいですか。それではこの

通り申請をお願いいたします。ありがとうございました。 

 

(5) 八尾市高安地域の地域公共交通運行計画（案） 

＜事務局より、資料11、12をもとに説明＞ 

会長： 

はい、ありがとうございます。では、ご意見、ご質問等ありますでしょうか。

今回は大きくルートが変わっているとともに、停留所の名称も変更になってお

ります。それから先ほど説明がありましたように、㉓の停留所は商業施設がで

きれば新たに、その時に停留所が設置される予定だということも含めてご意見、

ご質問等ありますでしょうか。 

 

委員： 

㉓の商業施設というのは、大阪外環状線付近で今工事しているところですか。 

 

事務局： 

そうです。その山側、旧国道 170号沿いになります。 

 

委員： 

来年の春に確実に店舗は完成するのでしょうか。 

 

事務局： 

一応、地域を回らせてもらった際にそのようなお話をいただいてまして、その

スケジュールで恐らく区画整理が進んでいると思いますが、民間施設のオープ

ンに合わせてということになりますので、遅れる可能性はあります。その辺り

は状況をふまえて、ということになると思います。 

 

委員： 

その流動的な部分を現時点では把握できないということですね。 

 

事務局： 

そうです。 
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会長： 

ありがとうございます。他はいかがでしょうか。よろしいですか。じゃあ、特

にご意見はないようですので資料 11 および 12 に基づいて申請をお願いいたし

ます。 

 

(6) 八尾市南高安地域の地域公共交通運行計画（案） 

＜事務局より、資料13、14をもとに説明＞ 

会長： 

ありがとうございます。事務局、補足がありましたらお願いいたします。 

 

事務局： 

ただいま「なんたか号」のご説明をさせていただきましたが、資料の中で、例

えば３ページ、⑬の「昭和会館前」という表示が４ページの方にもございます。

資料の 21ページをご覧いただきたいのですが、会館の名称が「昭和町会館」と

いう形になっておりますので、停留所名は「昭和町会館前」という形で、大変

申し訳ございませんが、「町」という文字が抜けておりますのでそちらに訂正を

させていただいたうえでご審議いただければと思いますのでどうぞよろしくお

願いいたします。 

 

会長： 

ありがとうございます。すべて、「昭和会館前」を「昭和町会館前」へ変更とい

うことですね。 

 

事務局： 

それでお願いいたします。 

 

会長： 

それと、運行計画案の停留所の名称も「昭和町会館前」ですね。全部ですね。

わかりました。この「町」が抜けてる件を修正したうえでご意見、ご質問はあ

りますでしょうか。ルートが一部変更になっているのとともに、停留所の位置

も若干変更になってますし、停留所名称が変更になっているところもある、そ

れから資料で「昭和会館前」ではなくて「昭和町会館前」であるという修正の

ご説明もありました。いかがでしょうか。よろしいですか。ご意見はなさそう

ですね。いいですね。どうもありがとうございます。では、この資料に修正が

ありました点を含めて申請をお願いします。 

以上で協議事項を一通り、ご議論いただきましたが、これに基づいて運行許可
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の申請をしていただくことになります。今、ご議論いただいた内容で申請をし

てよろしいですね。最後の機会です。いいですね。はい、じゃあこの通り事務

局に申請をしていただくようにお願いいたします。準備していただいた協議事

項は以上となりますが、ほかにも資料があり、それは後で説明されますか。 

 

事務局： 

バスマップにつきましては、ご存じの方もおられると思いますが、本年９月１

日より令和５年２月 28日まで、路線バスとたこち号につきまして、市民の皆さ

んの「おでかけ応援」ということで、料金を大人 100円、子ども 50円で運行を

させていただいております。それに伴いまして、啓発用のバスマップを作成い

たしましたので、お知らせということで本日配布させていただいています。そ

れと、Ａ４のカラー版の資料４枚ほどございます。そちらの方につきましては、

市と包括協定を結んでおります、阪南大学の学生の方が近鉄バスの八尾線と高

砂線、花園線、それと大阪バスの八尾志紀線に実際に乗っていただいて、その

中で、沿線にあるお店などを紹介するパンフレットを作成いただきました。そ

れにつきましても、先ほどの 100 円利用のイベントを盛り上げるためという形

で阪南大学の学生さんにご協力いただいて作成いただきましたので、こちらに

つきましてもご紹介という形で本日配布させていただいておりますので、また

一度ご覧いただければと思います。 

 

会長： 

はい、どうもありがとうございました。ご紹介ありがとうございました。準備

していただいたものは以上ですが、ご発言はどなたもありませんでしょうか。 

 

委員： 

最後にご紹介いただきました「おでかけ応援」は八尾市にご協力いただきまし

て、たいへんありがとうございます。おかげさまでお客様の数は、「おでかけ応

援」をやっていない路線と比べて増加しております。参考にお知らせさせてい

ただこうと思いますが、この事業を実施する前の期間、2022年６月を基準とし

て、やっていただいた路線、やってない路線を比較したときに、平日であれば

10～15％、土休日であれば 20～30％はお客様が増えたという状況でございます

のでこういった形でやっていただくのは非常にありがたいことですし、我々の

方にもご利用のお客様から喜びの声もいただいております。引き続きどうぞよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

会長： 
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ありがとうございました。他にこの際のご発言はありませんでしょうか。特に

ないですか。これをもちまして本日の第 13回八尾市地域公共交通会議を閉会と

させていただきたいと思います。ではあとは事務局にお返しします。 

 

3．閉会 

事務局： 

どうもありがとうございました。本日の会議で合意いただきました、たこち号

を除いた事業計画は、各事業者から運行許可申請を行いまして、令和５年２月

１日に運行を開始する予定でございます。 

また、次回会議は令和５年５月ごろに予定しておりまして、内容につきまして

は、八尾市地域公共交通計画で定める重要施策の令和４年度の進捗状況につい

て、ということをご報告させていただきます。ご出席いただく委員については、

今日のメンバーとは変わりますので、別途、時間等が決まりましたらお知らせ

いたしますので、よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中最後までご協

力いただきまして誠にありがとうございました。 

 

以上 


